
さっぽろまちキャンパス共創事業（学生団体によるまちづくり活動推進事業） 

補助金交付要綱 

 

（令和６年４月17日まちづくり政策局長決裁） 

一部改正（令和７年３月28日まちづくり政策局長決裁） 

一部改正（令和８年４月１日まちづくり政策局長決裁） 

 

（目的） 

第１条　この要綱は、大学及び短期大学（以下「大学」という。）に所属する学生による団

体が、札幌市内で活動する地域団体と連携・協働して行うまちづくり活動に対し、さっぽ

ろまちキャンパス共創事業（学生団体によるまちづくり活動推進事業）補助金（以下「補

助金」という。）を交付することにより、学生の地元への愛着及び関心を高めるととも

に、学生の力を生かした地域コミュニティの活性化を目指すため、実施する事業に要する

費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、札幌市補助金等交付規則（令

和８年規則第24号）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（補助対象の学生団体） 

第２条　補助金の交付を受けることができる学生団体（サークル、クラブ、ゼミ、研究室

等）は大学に所属する学生５名以上で構成される団体とし、かつ別表１に掲げる大学に所

属する学生が１名以上構成員に含まれているものとする。 

 

（補助対象事業） 

第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、学生団体が

札幌市内で活動する地域団体（住民組織、市民活動団体、商店街等）と連携・協働して行

うまちづくり活動のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

　⑴　学生団体が主体的に活動する内容であること。 

　⑵　特定の政治活動や宗教活動、暴力的・破壊的活動、又は営利を目的とした事業ではな

いこと。 

　⑶　札幌市内で活動を実施すること。 

　⑷　親睦、レクリエーション等を主な目的とした事業ではないこと。 

　⑸　補助対象事業に係る事業計画及び資金計画が具体化されていること。 

　⑹　補助対象事業が事業実施年度の末日までに完了し、かつ、第10条に規定する実績報告

が可能なものであること。 

　⑺　SNS等を運用し、補助対象事業の進捗、成果等を継続的に発信すること。 

 

（補助対象経費） 

第４条　補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）の項目（以下「経費項

目」という。）は、次に掲げるものとし、各経費項目の詳細は別表２のとおりとする。 

　⑴　謝金 

　⑵　旅費 

　⑶　物品費 

　⑷　その他 

 

（補助金の額） 

第５条　補助金の額は、300千円を上限として、当該上限の範囲内で、学生団体が負担した補

助対象経費の合計額とする。ただし、補助対象事業の実施に伴い収入が発生し、補助対象

事業費総額から当該収入の額を控除した額が補助対象経費を下回る場合は、その額を補助

金の額とする 

２　１会計年度当たりの助成金の総額は、当該年度の予算の範囲内とする。 
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（交付申請） 

第６条　補助金の交付を受けようとする学生団体は、毎年度別に定める期日までに、補助金

交付申請書（様式１）及び学生団体構成員名簿（様式１の別紙）に、次に掲げる書類を添

えて市長に申請しなければならない。 

⑴　事業計画書（様式２） 

⑵　事業収支予算書（様式３） 

⑶　設備備品購入理由書（様式４） 

⑷　当該補助事業等の目的等に照らして補助金等の交付を受けることが公益上不適当　と

認められる法令違反等がない旨の誓約書 

⑸　その他市長が必要と認めるもの 

 

（交付決定） 

第７条　市長は、前条の申請があった場合には、別に定める審査委員会に付議し、その意見

を聞いたうえで補助金の交付決定の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付について決定したときは、補助金交付決定通知書

（様式５）により、学生団体に通知するものとする。 

３　市長は、交付申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等を交付

しない旨の決定をしなければならない。 

⑴　札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２５年　条例第６号。以下「暴排条

例」という。）第２条第１号に規定する暴力団 

　⑵　暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

　⑶　暴排条例第７条第１項に規定する暴力団関係事業者 

⑷　その他交付目的に照らして補助金等の交付を受けることが不適当であると市長が認め

る者 

 

（交付決定の条件） 

第８条　市長は、補助金の交付決定に当たり次の条件を付すものとする。 

⑴　補助金の交付決定後に補助対象事業の内容又は補助対象経費の内容等に変更があると

きは、あらかじめ市長に報告し、その指示に従うこと。 

⑵　補助対象事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助対

象事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。 

⑶　補助金を他の用途に使用しないこと。 

⑷　補助対象事業終了後、第10条に規定する実績報告を行うこと。 

⑸　その他市長が必要と認めるもの 

 

（補助対象事業等の内容等の変更承認） 

第９条　前２条の規定により補助金の交付決定を受けた学生団体（以下「交付決定学生団

体」という。）は、補助対象事業若しくは補助対象経費の内容を変更しようとするとき又

は補助対象事業の実施を中止しようとするときは、速やかに事業内容変更等申請書（様式

６）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、別に定める要件を満た

す変更である場合には、この限りでない。 

２　市長は、前項の規定により事業内容変更等申請書が提出された場合には、別に定める審

査委員会に付議し、その意見を聞いたうえで、当該事業内容の変更等について、やむを得

ない理由があると認められるときはこれを承認し、事業内容変更等承認通知書（様式７）

により交付決定学生団体に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第10条　交付決定学生団体は、補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は補助対

象事業が完了した日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに、事業完了報告書

（様式８）に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出するものとする。 
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⑴　事業実績報告書（様式９） 

⑵　補助金精算書（様式10） 

⑶　領収書等の挙証書類 

⑷　その他市長が必要と認めるもの 

 

（補助金の額の確定） 

第11条　市長は、前条の規定に基づく事業完了報告書等の提出があった場合は、その内容を

審査した上で、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式11）により交付

決定学生団体に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第12条　市長は、前条の規定により確定した額を交付するものとする。ただし、学生団体か

ら概算払を希望する旨の申出があった場合において、補助対象事業の性質上その終了前に

交付することが必要であると認められるときは、第７条及び第８条の規定による交付決定

後、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。 

２　前項ただし書の申出は、補助金交付申請書（様式１）にその旨及び理由を記載すること

により行うものとする。 

３　交付決定学生団体は、第１項ただし書の規定により概算額で補助金の交付を受けたとき

は、前条の規定による通知を受けた後、札幌市会計規則（昭和39年規則第18号）の定める

ところにより、その精算をしなければならない。 

４　市長は、補助金の交付目的を達成するために必要な場合は、条件を付して補助金の交付

を行うことができるものとする。 

 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第13条　市長は、交付決定学生団体が次のいずれかに該当する場合には、交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

⑴　法令、本要綱、法令又は本要綱に基づく市長の処分又は指示に違反した場合 

⑵　前条第１項ただし書の規定により概算額で交付を受けた補助金を補助対象事業以外の

用途に使用した場合 

⑶　補助金の申請又は補助対象事業の実施において不正、虚偽、その他不適正な行為が

あった場合 

⑷　当該補助事業等の目的等に照らして補助金等の交付を受けることが公益上不適当と認

められる法令違反等があることが判明したとき。 

２　市長は、前項の規定による交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、交

付決定学生団体に既に当該取消しに係る部分に対する補助金を交付しているときは、期限

を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３　市長は、前項の返還を命ずる場合にあっては、その命令に係る補助金の受領の日から納

付までの日数に応じて、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律

第179号）における加算金及び延滞金についての規定に準じた年利で計算した加算金の納付

を併せて命ずるものとする。 

 

（書類の整備） 

第14条　交付決定学生団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備

し、支払を証する書類を添付した上で、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度４

月１日から起算して５年間保管しなければならない。 

 

（書類の検査） 

第15条　市長は、補助金の適正な執行を確保するために必要があると認めたときは、補助金

に係る帳簿等の関係書類を検査することができるものとする。 
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（委任） 

第16条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、まちづくり政

策局政策企画部公民・広域連携推進室長が定める。 

 

附　則 

１　この要綱は令和６年４月17日から施行する。 

 

附　則 

１　この要綱は令和７年４月１日から施行する。 

 

附　則 

１　この要綱は令和８年４月１日から施行する。 
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別表１（五十音順） 

1 光塩学園女子短期大学 

2 札幌医科大学 

3 札幌市立大学 

4 札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 

5 札幌学院大学 

6 札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部 

7 札幌大学 

8 札幌保健医療大学 

9 天使大学 

10 東海大学 

11 日本医療大学 

12 藤女子大学 

13 北星学園大学・北星学園大学短期大学部 

14 北海学園大学 

15 北海商科大学 

16 北海道医療大学 

17 北海道科学大学 

18 北海道教育大学 

19 北海道大学 

20 北海道武蔵女子大学・北海道武蔵女子短期大

学 
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別表２ 

 

補助対象経費は、補助対象事業の実施に直接的に必要な経費であって、経費項目の詳細は以

下のとおりとする。 

経費項目 内容 

謝金 業務・事業の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費 

旅費 市内の移動に係る交通費 

物品費 消耗品費、設備備品費（耐用年数１年以上、かつ取得価額50千円以上

の物品の購入に係る経費をいう。）（※） 

その他 外注費、印刷製本費、通信運搬費、その他の諸経費 

 

ただし、下記に掲げるものは補助対象外とする。 

•​ 交付決定日より前に支出した経費 

•​ 人件費 

•​ 食糧費、接待費、会食費等の個人消費的経費  

•​ 領収書等の挙証書類が保存されていない経費　等 

 

（※）設備備品費を補助対象経費とする場合には、購入の前に設備備品購入理由書（様式

４）を提出し、市長の承認を受けなければならない。 
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